


３ １、２より、日本版ライドシェアを実施する法人タクシー事業者が、一般貨物自動車運

送事業の許可を取得することに加え、有償運送の許可を受けた場合には、当該日本版ライ

ドシェアを実施できる地域・時期・時間帯において、当該日本版ライドシェアの用に供す

る車両に関して、貨客混載制度を活用することが可能である。 


